
意見書案第１号 

 

「予防のためのこどもの死亡検証(Ｃｈｉｌｄ Ｄｅａｔｈ  

Ｒｅｖｉｅｗ)」に関する意見書 

 

「予防のためのこどもの死亡検証（Ｃｈｉｌｄ Ｄｅａｔｈ Ｒｅｖｉｅｗ）(以下、「ＣＤＲ」

という。)」とは、未来の防ぎうる子どもの死亡を少しでも減らすために、医療機関や行政をはじ

めとする複数の機関・専門家が連携して死亡した子どもの事例を検証し、予防策を提言する取り組

みである。 

ＣＤＲに関して我が国では、子どもや保護者、妊産婦に対して必要な成育医療等を切れ目なく提

供するための施策を総合的に推進することを目的として、２０１９（令和元）年１２月に関係法令

を施行し、子どもの死亡原因に係る情報の収集、管理、活用等に関する体制の整備、データベース

の整備その他の必要な施策を講じることとしている。 

さらに２０２０（令和２）年度には、複数の都道府県において試行的にＣＤＲを実施し、子ども

の死亡に関する効果的な予防策を導き出すとともに、ＣＤＲの全国的な実施に向けた課題を抽出す

ることを目的として、「都道府県ＣＤＲモデル事業」を開始した。 

このような取り組みを通じ、予防可能な子どもの死を減らすためには、ＣＤＲに関する一層の体

制整備が重要である。 

よって、国会及び政府においては、下記の事項を実施するよう求める。 

 

記 

 

１ ＣＤＲで扱う個人情報は非常にデリケートであり、管理にも十分な配慮が必要であることか

ら、取り扱いなどに係る法令を整備すること。 

２ ＣＤＲには遺族の理解と協力が不可欠であるため、遺族への協力依頼やケアも含めた在り方

を検討すること。 

３ 子どもの死亡に関する検証の結果を集約化し、一元的に共有する仕組みを検討すること。 

４ ＣＤＲに基づいた幅広い予防策を行うためには、十分な財源が必要となることから、必要な

財政措置を講ずること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 

２０２４（令和６）年１１月１日 

札幌市議会   

 

（提出先）衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、 
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